
該当基本条例 評価(5名）

条例 行政 議会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 〇 △ × 無 評価 コメント

第１章　総則

（目的）

第１条 この条例は、誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域を実
現するため、滝沢市の自治に関する基本原則を明らかにするととも
に、地域づくりの推進に関する原則、制度等を定め、住民自治の深化
を図ることを目的とします。

4 0 0 1

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ
れ当該各号に定めるところによります。

4 0 0 1 無 定義なので評価しない

(１)　市民　次のいずれかに該当する者をいいます。

ア　本市に住所を有する者

イ　本市に居住し、通勤し、又は通学する者

ウ　本市で公益性を有する活動を行う者

(２)　市　市長その他の執行機関をいいます。

(３)　市政　行政及び議会の運営をいいます。

(４) 協働 市民、市及び議会がそれぞれの役割及び責任を持ち、対
等な立場で協力して行動することをいいます。

(５) 地域づくり 地域が抱えている課題を解決し、暮らしやすい地
域を実現するための取組をいいます。

(６) 参加 市民が、市政又は地域づくりに関わり、意見を表明し、
及び行動することをいいます。

(７) 地域コミュニティ 自治会及び公益性を有する活動を行うもの
並びにこれらを含む総体をいいます。

（条例の位置付け）

第３条 この条例は、滝沢市の自治に関する最高規範であり、個別の
条例及び規則の制定等又は総合計画等各種計画の策定に当たっては、
この条例の趣旨を最大限に尊重しなければなりません。

4 0 0 1 無 当然のルール

２ 市及び議会は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の
制定その他必要な措置を講ずるものとします。

1 1 4 0 0 1 〇 措置を講じてきたと思われる

３ 市民、市及び議会は、この条例に定める事項を相互に関連付ける
ことにより、より効果的に活用し、住民自治の深化を図るものとしま
す。

1 1 1 4 0 0 1 〇 行ってきたと思われる

第２章　理念及び原則

（市民憲章）

第４条 市民一人一人の想いを象徴するものとして、次の憲章を定め
ます。

3 0 0 2 無 本条は評価の対象外？

滝沢市民憲章

岩手山のふもと、鈴の音響くふるさと滝沢で、わたしたちは一人一人
が大きな夢をいだきます。

地域の絆と支えあいを築きます。

楽しみ、よろこび、生きがいを見つけます。

健康で心豊かな生活をめざします。

未来に輝く子どもたちを育てます。

評価：コメント
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（めざす地域の姿）

第５条　市民、市及び議会は、次に掲げる地域の実現に努めます。 3 1 0 1

(１)　岩手山を背景とした景観を守り、恵まれた自然と調和した地域 無〇 景観を守る気持ちがあり、自然を大切にしている

(２)　みんなで考え、話し合い、共に行動し、絆で結ばれた地域 無△ 目指してはいるが、完成していない

(３) 保健・福祉・医療が充実し、誰もが安心して元気に暮らせる地
域

無✕ 医療機関・施設が貧弱で遅れている

(４) 地域の防災・防犯対策が充実し、誰もが快適な生活を実感し、
安全・安心に暮らせる地域

無〇

(５) 学校・家庭・地域の連携により教育環境が充実し、誰もが生涯
にわたって学べる地域

無〇 婦人への講座等が乏しい？

(６)　地域資源を活かし、産業を育成し、誰もが働きやすい地域 無✕ 長年の懸案なのに、地場産業の育成、企業誘致も乏しく、雇用も少ない

(７)　歴史・伝統を守り、文化を創造する地域 無✕ 馬コや芸能はいいが、芸術、学術、科学はまだまだ、「創造する」にはほど遠い。　社会教育委
員会だけでは十分に対応できない。

(８)　年齢・性別に捉われず、誰もが参加しやすい地域 △ 積極的なプロモートが望まれる

（基本原則）

第６条 市民、市及び議会は、次に掲げる自治に関する基本原則に基
づき、地域づくりを進めます。

1 1 1 3 1 0 1 無 原則、心がけを述べたもので評価の対象になりにくい

(１)　自治の主体は市民であり、自治の主権は市民にあります。 1

(２)　市民の積極的な参加による地域づくりを推進します。 1 無 成果がわかり難い

(３)　協働による地域づくりを推進します。 1 1 1 無 成果がわかり難い

(４)　市政及び地域の情報は、互いに共有します。 1 1 1 無 市の努力は認めるが、共有の徹底が難しい

第３章　協働による地域づくり

（協働による地域づくり）

第７条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、前条
第３号に規定する基本原則に基づき、協働により推進するものとしま
す。この場合において、必要に応じて協定等を締結し、役割等を定め
るものとします。

1 1 1 4 0 0 1 無 成果がわかり難い。

（協働における役割）

第８条 市民は、地域づくりの担い手であることを自覚し、自らの活
動による地域づくりの推進に努めるものとします。

1 0 2 0 3 無 地域づくりを自ら行ったのか行政の主導・補佐によるもか判然としない

２ 市民は、積極的に市政に参加し、行政及び議会とともに地域づく
りの推進に努めるものとします。

1 0 2 0 3 無 積極的に市政に参加しているか疑問

３ 市は、市民の主体性、自主性及び自立性を尊重し、その活動を積
極的に支援するとともに地域づくりを具体的に推進するため、総合計
画等各種計画の策定、制度等の整備に努めるものとします。

1 1 1 0 3

４ 議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号）に定める議会の権限
を最大限に行使し、市民を代表する意思決定機関として行政運営を監
視し、評価し、市民の意見を行政の政策に反映させるよう努めるもの
とします。

1 1 2 0 2 △ もう少し、一歩をみて、議員として早めの手段で地域に足を運んで問題解決に努め、信頼される
議員として頑張ってもらいたい。
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第４章　地域づくりの推進

（総合計画）

第９条 市長は、第５条に掲げる、めざす地域の姿を踏まえ、総合的
かつ計画的な地域づくりを推進するため、滝沢市の最上位計画として
基本構想、基本計画及び実行計画を内容とする総合計画（以下「総合
計画」といいます。）を策定し、その実現を図るものとします。

1 3 1 0 1 △ 実施・実現の評価が不明

２ 総合計画を策定する場合は、市民が参加できる方法を用いるもの
とし、その意見を当該計画に反映するものとします。

1 3 0 0 2

３　基本構想は、議会の議決を経なければなりません。 1 1 2 0 0 3 無 ルールなので評価対象としない

４　市が行う政策は、総合計画に基づくものとします。 1 2 0 0 3 無 ルールなので評価対象としない

５ 市長は、総合計画を展開し、その進捗状況を公表するものとしま
す。

1 3 0 0 2

６ 市長は、社会経済情勢の大きな変化及び第17条第２項に規定する
行政評価による見直しを踏まえ、必要に応じて総合計画の見直しを行
うものとします。

1 3 0 0 2 〇 情勢の変化の判断は？

（情報共有等）

第10条 市民、市及び議会は、地域づくりの推進に当たっては、第６
条第４号に規定する基本原則に基づき、情報を共有して推進するもの
とします。この場合において、市及び議会は、市政に関する情報につ
いて、市民に対し積極的かつ丁寧な説明を行う責任を負うものとしま
す。

1 1 1 3 1 0 1 △ 市民は、市長及び議会がどのように情報を伝えていこうとしてるのか分からない。

２ 市及び議会は、個人に関する情報を適正に管理し、保護しなけれ
ばなりません。

1 1 3 0 0 2

３ 市は、個人に関する情報の保護及び行政情報の公開に関する手続
その他の必要な事項について、別に条例を定めるものとします。

1 3 0 0 2 〇 ルール（別条例）だが、運用状況から判断した
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（市政参加等）

第11条 市及び議会は、市政について、市民の多様な参加の機会を設
けるとともに、意見及び提案を求め、これを反映するよう努めるもの
とします。

1 1 2 1 0 2 △

無

令和6年度の議会フォーラムは、新たな試みとして小学校区ごとに開催しましたが、９ヶ所で１０
７人の参加でした。
単純計算で１ヶ所当たり、約12人と非常に少ない参加者でした。参加者は教育振興協議会のメン
バーや開催小学校の教職員が主でした。
開催方法を見直す場合は、関係各機関と事前に相談し、検討してから実施するべきだと思いま
す。
市民とともに歩む議会に向けた政策討論会は、令和6年3月の報告では実施していないとなってお
ります。
議会運営委員会で「実施に必要な要綱を定めていないため、今後策定する必要がある。」と記述
しております。
「議会サポーターを委嘱していない。議会サポーターの必要性を感じず、設置の議論をしていな
い。」とありますが現時点において、議会アドバイザーはありますが、議会サポーターはどのよ
うになっているのでしょうか。
滝沢市議会基本条例第２３条（議会サポーターの設置）が守られていないのではないでしょう
か。
行動する議会の市長との論戦とその明確化では、該当する案件がない。とか、評価になじまな
い、などの理由で実施されておりません。
滝沢市議会基本条例第12条、第13条が守られていないのではないでしょうか。

地域づくり懇談会は、各自治会で構成されていますが、現在は1自治会1懇談会が６か所ありま
す。地域住民の様々な意見を集約し、総合計画に反映させるのであれば、市政懇談会は地域づく
り懇談会ごとはもとより自治会単位で行うことが必要と考えます。
市民懇談会に関しては、令和６年度の「おでんせ会議」をこれまでの自治会谷の開催を小学校区
単位として開催されましたが、来年度以降も開催するのであれば、周知の方法を考える必要があ
ると思います。実施された内容は「市議会だより」第５５号に掲載されています。市政課題の解
決に向け議会として取組みを求めます。

２ 市は、市民が市政に参加するに当たり、男女共同参画社会の形成
等に配慮し、誰もが参加しやすい環境を整備するよう努めるものとし
ます。

1 3 1 0 1 △

〇

男女共同参画社会の形成に向けて、推進委員会が活発に論じていくよう期待します。委員が率先
して何かを滝沢市独自で企画して行うのも良いことであると思いうので。

心がけを述べたものだが、運用状況から判断した

３ 市及び議会は、子ども（18歳未満の市民をいいます。）が意見を
表明できる機会を、積極的に設けるよう努めるものとします。

1 1 3 0 0 2

４ 市民は、市及び議会が設ける多様な参加の機会を活用し、積極的
に自治の主体として発言し、及び行動するよう努めるものとします。

1 3 0 0 2 〇 「積極的な」提言や行動があったかどうか

５ 市民は、公益的な観点から、市及び議会に対し市政に関する提案
を行うことができるものとします。

1 3 0 0 2 〇 ルール（別条例）だが、運用状況から判断した

６ 市及び議会は、前項の提案があった場合は、公開を原則とした審
査を実施し、有益であると認められる提案については、その実現に向
けて適切な措置を講ずるものとします。

1 1 3 0 0 2 〇 ルール（別条例）だが、運用状況から判断した

７ 市は、市民の市政参加に関する手続その他必要な事項について、
別に条例を定めるものとします。

1 2 0 0 3 無 ルールなのでとくに評価はしない



該当基本条例 評価(5名）

条例 行政 議会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 〇 △ × 無 評価 コメント

評価：コメント

（住民投票）

第12条 市長は、市政に関わる重要な事項について、市民の意思を確
認するため、住民投票を実施できるものとします。

1 2 1 0 2 無 ルールなのでとくに評価はしない

２ 市民、市長及び議会は、住民投票の結果を尊重するものとしま
す。

1 1 1 1 1 0 3 無 ルールなのでとくに評価はしない

３ 市は、住民投票の市長への実施請求及び実施に係る手続その他必
要な事項について、別に条例を定めるものとします。

1 1 1 0 3 無 ルールなのでとくに評価はしない

第５章　地域コミュニティの運営

（地域コミュニティ活動）

第13条 地域コミュニティは、それぞれの特性を活かすとともに、連
携し、協力して地域の共通課題の解決を図り、地域づくりを推進する
ものとします。

1 3 1 0 1 〇 実績の確認がほしい

２ 地域コミュニティは、地域の将来像を自ら考え、その課題の解決
に向けて取り組むよう努めるものとします。

1 1 2 0 2 △ 運用の主役は？、行政でなく住民ならよいが

３ 地域コミュニティは、その活動に各世代の市民が参加できる機会
を設けるとともに、体験を通して地域の将来を担う人材を育成するよ
う努めるものとします。

1 1 2 0 2 △ 「地域づくり」の報告書は○だが、作成の主体が果たして住民か？果たして人材は育ったか？

（運営の原則）

第14条 本市に居住する者は、地域コミュニティを構成する各種団体
（以下「各団体」といいます。）に積極的に加入し、その活動に参加
するものとします。

1 1 2 0 2 △ 自治会加入率は今一つ、他の団体加入状況が不明。各団体の会員数なら調査できる

２ 本市に通勤し、又は通学する者は、各団体の活動に積極的に参加
し、地域づくりに関わるものとします。

1 1 2 0 2 △ 団体活動に「積極的」に参加し、「地域づくり」に関与したか疑問

３ 地域コミュニティは、効率的な活動を行うため、各団体の相互で
活動内容その他の情報を共有するよう努めるものとします。

1 2 1 0 2 〇 団体「相互」に活動内容を知り、かつ情報を「共有」するのは難しい

４ 地域コミュニティは、その活動の活性化を図るため、各団体の相
互で評価を実施し、その結果を共有してその後の活動に反映させるよ
う努めるものとします。

1 1 3 0 1 △

△

各自治会と各団体とのコミュニティを図り、活性化につながるよう希望する。

果たして「相互」に評価できたか疑問、またその結果を「共有」し、各団体の活動に反映させて
いるかこれまた疑問

（条例の制定）

第15条 市は、地域コミュニティの活力が最大限に発揮されるよう、
その役割その他必要な事項について、別に条例を定めるものとしま
す。

1 3 0 0 2

第６章　行政運営の原則

（財政運営の原則）

第16条　市は、健全な財政運営に努めるものとします。 1 3 0 0 2

２ 市は、財政状況に関する情報、予算の編成及び執行に関する情報
並びに将来の財政の見通しを公表するものとします。

1 3 0 0 2
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（行政評価）

第17条 市は、行政運営を効果的かつ効率的に行うため、政策、施策
その他行政の運営に関する事項について行政評価を実施するものとし
ます。

1 3 1 0 1 △ 評価システムが明示され、市民の多様な階層から評価されているか疑問

２ 市は、前項の行政評価の結果に基づき見直しを行うとともに、こ
れを総合計画の進行管理等及び予算の編成等に反映させるものとしま
す。

1 2 1 0 2 △ 見直しの有無、経緯(報告)がよくわからない。従って予算などへ反映しているか不明

３ 市は、第１項の行政評価を行う場合は、市民が参加できるよう努
めるとともに、行政評価の結果を公表するものとします。

1 3 0 0 2

（自治立法権の行使による政策実現）

第18条 市は、行政運営上の課題解決を図るため、法令等の自主的か
つ適正な解釈及び運用のもと、関係法令との整合性を図り、自治立法
権の積極的な行使により、政策の実現に努めるものとします。

1 4 0 0 1 〇    自治体として当然の務めであり、実施されていると思われる。

（行政組織）

第19条 市は、行政組織を整備し、行政運営上の課題等に迅速に対応
するものとします。

1 4 0 0 1 〇 組織の見直し・改変は？

（審議会等）

第20条 市は、法令等の規定により設置する附属機関及び必要に応じ
て設置する審議会等の委員を選任する場合は、識見を有する者を選任
するほか、公募等により市民の幅広い層から必要な人材を選任するよ
う努めるものとします。

1 2 1 0 2 △ 努力目標。安易に既存の組織(とくに市と関係のある)の代表者に頼りがち。①組織でも代表者で
ない人材や②組織外の人材を探す。③公募
①や特に②への努力が足られないようにと思われる　「野に遺賢あり」

２ 市は、会議及び会議録を公開しなければなりません。ただし、市
長が公開することが適当でないと認める場合は、その限りでありませ
ん。

1 2 1 0 2 △ できることから少しずつ公開することを望みます。

（行政運営等に関する条例） 1

第21条 市は、行政の機能、役割その他必要な事項について、別に条
例を定めるものとします。

3 0 0 2

第７章　議会運営の原則

（議会運営の原則）

第22条 議会は、市民に開かれた議会運営を行うよう努めるものとし
ます。

1 3 0 0 2

２ 議会は、政策立案機能の充実を図るとともに、自治立法活動、調
査活動等を行うものとします。

1 3 0 0 2



該当基本条例 評価(5名）

条例 行政 議会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 〇 △ × 無 評価 コメント

評価：コメント

（議会評価）

第23条 議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行うため、政策立
案、自治立法活動、調査活動その他議会の運営に関する事項について
議会評価を実施するものとします。

1 1 3 0 1 △

△

令和6年度に議会改革推進の専門委員会として「政策サイクル評価推進委員会」を設置したが、議
会のホームページにはタイトルだけで、目的や構成メンバー等、何もアップされていない。

いわば身内の評価にとどまっており、本条の意図する真の外部評価がなされているとは言い難い

２ 議会は、前項の議会評価の結果に基づき見直しを行うとともに、
これを議会運営に反映させるものとします。

1 2 0 0 3

３ 議会は、第１項の議会評価を行う場合は、市民が参加できるよう
努めるとともに、議会評価の結果を公表するものとします。

1 1 3 0 1 △

△

「議会評価を行う場合は、市民が参加できるように努めるとともに議会評価の結果を公表するも
のとします。」とありますが、現状は自分たちが取り組んだことを、自分たち議会が評価するの
はいかがかと思います。
第三者、例えば公募による市民代表、各団体の代表、学識経験者等で評価委員会を組織して進め
た方が良いのではないか。
基本条例検証委員会で意見提起していますが、何のフィードバックもありません。

第23条のコメントと同様、公募を含むシステムの構築が望まれる

（議会の運営等に関する条例）

第24条 議会は、議会の機能、役割その他必要な事項について別に条
例を定めるものとします。

1 3 0 0 2

第８章　危機管理体制及び地域づくりにおける連携

（危機管理体制の確立）

第25条 市は、個人の生命、身体及び財産を保護するとともに、緊急
時に総合的かつ機能的な活動を行うため、危機管理体制の確立を図ら
なければなりません。

1 4 0 0 1

２ 市は、前項の目的を達成するため、広域的な視点から近隣自治体
との連携強化に努めるものとします。

1 2 1 0 2 △ (公共)交通システムなどはまた十分でない

３ 地域コミュニティは、災害等の発生時において、自主的かつ主体
的に避難、防災等の初動活動を行うとともに、互いに協力して対処す
ることができるよう日頃から地域での信頼及び交流関係を築くよう努
めるものとします。

1 3 0 0 2

４ 市は、前項における地域コミュニティの活動に対し、必要な情報
を提供するなど積極的に支援するものとします。

1 3 0 0 2

（地域づくりにおける連携等）

第26条 市民、市及び議会は、大学、研究機関、企業等と連携し、そ
の見識等をより効果的な地域づくりに活用するよう努めるものとしま
す。

1 1 1 4 0 0 1

２ 市民、市及び議会は、国及び他の自治体と連携し、協力し、地域
づくりの共通課題の解決に努めるものとします。

1 1 1 2 1 0 2 △ 第25条２項と同じ、交通問題の取り組みなど不十分である。ごみ処理問題は解決しているか？

３ 市民、市及び議会は、市外の人々と連携し、その見識等をより効
果的な地域づくりに活用するよう努めるものとします。

1 1 1 2 1 0 2 △ 市政懇談会、議会報告会等を小規模・少人数できめ細かく行うことが　望まれる

４ 市民、市及び議会は、国際交流の推進に努めるとともに、多文化
共生社会の視点に立った地域づくりを推進するものとします。

1 1 1 2 1 0 2 △

△

線香花火的なイベントだけではだめで、日常的な活動が望まれる、またイベントも市国際交流協
会だけでなく県国際交流協会や他団体の国際交流、国際理解行事も支援することも必要

滝沢市国際交流協会の活動はもとより、滝沢市として、友好都市を求め多文化交流を図ることが
できないものか、一考を求めます。



該当基本条例 評価(5名）

条例 行政 議会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 〇 △ × 無 評価 コメント

評価：コメント

第９章　権利及び責務

（市民の権利及び責務）

第27条 市民は、市政に参加する権利を有するとともに、自治の主体
としてその発言及び行動に責任を持ち、積極的に市政に参加するよう
努めるものとします。

1 2 2 0 1 △ 十分とはいえない。上から目線でない啓蒙が要る？

２ 市民は、市政に関する情報を知る権利を有するとともに、自らも
積極的に市政に関する情報を入手するよう努めるものとします。

1 1 2 0 2 △ 一市民が声を挙げ難い　〔参考〕この自治基本条例原案策定過程で、　ＰＩによって市民の個人
意見を集めたところ１、２００件余り集まった

３ 市民は、法令等の定めるところにより、行政サービスの提供を受
ける権利を有するとともに、納税等の義務を負うものとします。

1 2 1 0 2

４ 市民は、法令の定めるところにより選挙権を有するとともに、自
治の主体として最大限その権利を行使するよう努めるものとします。

1 1 2 0 2 △ 投票率が低い

（市長の責務）

第28条 市長は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のも
と、行政運営に関する基本方針を毎年度策定し、公表し、その方針に
基づいて職務を遂行しなければなりません。

1 4 0 0 1

２ 市長は、職員の能力向上に努めるとともに、適切に指揮監督し、
行政運営を行わなければなりません。

1 4 0 0 1

３ 市長は、選挙公約を総合計画に反映させるよう努めるものとしま
す。

1 1 3 0 1 △

△

市長の選挙公約である日赤病院の誘致については、議会等でも質問が出されておりますが、具体
的な進捗はないように感じられますし、第２次総合計画でも明記し、反映されているとは思えま
せん。

自己評価でいいから達成度の開示が望まれる。

（市議会議員の責務）

第29条 議員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のも
と、常に市民全体の利益を優先し、職務を遂行しなければなりませ
ん。

1 2 2 0 1 △

△

議員は、「市民とともに地域づくりを推進するという意識のもと」とありますが、議員の中には
該当しない議員もいるのではないかと感じています。
例えば、所属する自治会の定期総会や自治会の各種事業・催し物に出席したことがない議員もい
るとの話が耳に入ります。
議員の皆さまには、地域づくりに協力して頂きますようお願いいたします。

議員活動の内容報告を一度も見た（読んだ）ことがない議員もいるので、新聞とまでいかなくて
も、活動の内容が分かるパンフレットかチラシが議会だより（広報）でないもののを欲しい。

２ 議員は、自らの考えを明らかにするとともに、広く市民の声を聴
き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めるものとします。

1 2 1 0 2 △ 第26条３項同様　議会報告会等を「小規模・少人数」で開き・きめ細かく行うことが望まれる

（市職員の責務）

第30条 職員は、法令等を遵守し、全体の奉仕者として、誠実、公正
かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

1 3 1 0 1 〇 当然のルールだが、運用状況から判断した

２ 職員は、行政運営上の課題等に的確に対応するため、積極的に知
識、技能等の習得に努めるものとします。

1 2 1 0 2 〇 当然のルールだが、運用状況から判断した

３ 職員は、市民とともに地域づくりを推進するという認識のもと、
市民との対話を図るとともに、地域コミュニティの一員として、自ら
も積極的に地域づくりの活動に参加するよう努めるものとします。

1 1 1 0 3



該当基本条例 評価(5名）

条例 行政 議会 ｺﾐｭﾆﾃｨ 〇 △ × 無 評価 コメント

評価：コメント

第10章　公正及び信頼の確保

（行政手続）

第31条 市は、処分、行政指導及び届出に関する手続を定め、市民の
権利利益を保護するとともに、透明で公正かつ公平な行政手続を確保
しなければなりません。

1 3 0 0 2 無 当然のルール

（倫理）

第32条 市長及び議会は、政治倫理を確立し、公務に対する市民の信
頼の確保を図らなければなりません。

1 3 0 0 2 無 当然のルール

２ 市長は、公務員倫理を確立し、公務に対する市民の信頼の確保を
図らなければなりません。

1 2 0 0 3

（公益通報等）

第33条 市長は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）の規定
及び同様の取扱いに対する公益通報（以下「公益通報」といいま
す。）を受ける体制を整備しなければなりません。

1 4 0 0 1 〇 実施していると思われる

２ 市は、市民からの意見、要望等（以下「意見等」といいます。）
を受けた場合は、誠実に応じ、迅速かつ適切な措置を講ずるものとし
ます。

1 3 0 0 2 〇 実施していると思われる

３ 市及び議会は、公益通報又は意見等を行った者に対し、それを理
由とする不利益な取扱いを一切してはなりません。

1 3 0 0 2 〇 このような事例があったかどうか不明、（兵庫県のようなトラブルがなこととを願う）

４ 市は、公益通報及び意見等の処理に係る手続その他必要な事項に
ついて、別に条例等を定めるものとします。

1 1 0 0 4

第11章　条例の実効性の確保等

（条例の運用状況の調査等） 0 0 0 0

第34条 市民、市長、議員及び職員は、この条例を遵守し、地域づく
りを推進するものとします。

1 1 1 4 0 0 1

２ 市長は、この条例の運用状況の調査及び検討を毎年行い、その結
果を公表するものとします。

1 4 0 0 1

３ 市長は、前項の規定による調査及び検討の結果を踏まえ、適切な
措置を講ずるものとします。

1 4 0 0 1

（条例の検証等）

第35条 市長は、別に条例で定めるところにより、滝沢市自治基本条
例検証委員会（以下「委員会」といいます。）を設置するものとしま
す。

1 5 0 0 0

２ 委員会は、この条例の運用状況及びこの条例に基づく地域づくり
に関して、市長に提言できるものとします。

1 4 0 0 1

３ 委員会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、地
域づくりを推進するために解決すべき課題、必要な措置等を検討し、
その結果を市長に答申するものとします。

1 4 0 0 1

４ 市長は、委員会の答申又は提言を尊重し、その内容を公表するも
のとします。

1 4 0 0 1

（条例の見直し）

第36条 市長は、前２条の規定によりこの条例の見直しを行う場合
は、多様な方法を用いて、市民の意見及び提案を求めるよう努めるも
のとします。

1 5 0 0 0

※評価で「△：不足している、×：実施していない」と評価された場合、その理由を記載願います。


